
 

障害者福祉制度のあらまし 
 

 

《手帳の各種手続きについて》 
○障害の程度が変わった場合 

等級の変更申請をすることができます。 

○住所(町内)・氏名が変わった場合 

役場福祉課にて変更の手続きをしてください。 

○転出される場合 

新しい居住地の市役所や役場にて住所変更手続きを行ってください。 

○紛失・破損した場合 

写真を添えて再交付申請を行ってください。 

○障害を有しなくなった場合又は本人が死亡した場合 

速やかに手帳を返還してください。 

 

 

津 幡 町 

 

 

 

【問合せ先】 福祉課 

 ＴＥＬ 076－288－2458 

 ＦＡＸ 076－288－5646 

 メ－ル fukushi@town.tsubata.lg.jp 
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1 障害者手帳について 
 
(1)身体障害者手帳 

内  容 
身体障害者福祉法に定める障害のある方に交付され、障害の程度により1級

から6級に区分されます。交付を受けるには申請が必要です。 

対 象 者 

・視覚 ・聴覚 ・平衡 ・音声、言語 ・そしゃく ・肢体不自由 ・心臓  

・じん臓 ・呼吸器 ・ぼうこう又は直腸 ・小腸 ・免疫 ・肝臓機能等に障害のあ

る方 

申請に必要

なもの 

・身体障害者手帳交付申請書  

・身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの) 

・写真2枚(縦4㎝×横3㎝) 

・本人確認書類(健康保険証など)及びマイナンバ-のわかるもの 

  

(2)療育手帳 

内  容 

石川県療育手帳規則に基づき、障害の程度により、A(重度)、Ｂ(軽中度)に区分

されます。また、定期的な再判定を行い、障害程度の見直しが行われます。交

付を受けるには申請が必要です。 

対 象 者 
18歳未満は児童相談所、18歳以上は更生相談所で知的障害の判定を受けた

方 

申請に必要

なもの 

・療育手帳交付申請書 ・生活現状調査票 

・写真1枚(縦4㎝×横3㎝) 

・本人確認書類(健康保険証など)及びマイナンバ-のわかるもの 

  

(3)精神障害者保健福祉手帳 

内  容 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障害の程度により、1級

から3級に区分されます。交付を受けるには、申請が必要です。 

対 象 者 
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に支障のある方で精神

疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。 

申請に必要

なもの 

・障害者手帳交付申請書 

・精神障害者手帳用の診断書又は障害年金証書と障害年金又は特別障害給

付金支払(振込)通知書、年金証書内容照会同意書 

・写真1枚(縦4㎝×横3㎝)※任意 

・本人確認書類(健康保険証など)及びマイナンバ-のわかるもの 
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2 医療費の助成について 
 

(1)自立支援医療 

○更生医療(18歳以上)  

内  容 

身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりして、職業能力を増進したり、日常生活

を容易にすることを目的とした医療に要する費用を助成します。 

心臓疾患に対する手術、人工透析、肝移植手術やそれに伴う医療などに適用

されます。 

※身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。 

申請に必要な

もの 

・自立支援医療費支給認定申請書 ・更生医療要否意見書  

・健康保険証(職域国保の方は同一保険者全員分)  

・障害年金等受給者は、年金証書又は年金振込通知書 
 

○育成医療(18歳未満)  

内  容 

更生医療と同じく、障害を取り除いたり、軽くして生活しやすくすることを目的とし

た医療に要する費用を助成します。その疾患を放置すれば、将来障害にいたる

と認められる児童が給付対象となります。 

肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声言語機能障害のほか、心臓疾患の手術

治療やじん臓機能障害の人工透析などに適用されます。 

※身体障害者手帳をお持ちでない方も対象となります。 

申請に必要な

もの 

・ ・自立支援医療費支給認定申請書 ・自立支援医療（育成医療）意見書  

・ ・本人及び保護者の健康保険証(職域国保の方は同一保険者全員分)  

 

○精神通院医療 

内  容 

精神に障害のある方の通院にかかる医療費を公費で負担する制度です。 

通院による精神医療(統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症など)を

継続的に要すると医師が判断した人が対象となります。  

申請に必要な

もの 

・自立支援医療費支給認定申請書 ・精神通院医療用の診断書  

・重度かつ継続の意見書 ・健康保険証(職域国保の方は同一保険者全員分) 

・障害年金等受給者は、年金証書又は年金振込通知書 

・マイナンバ-のわかるもの 

 ※いずれの場合も所得に応じて一部自己負担があります。 
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(2)心身障害者医療費助成 

内  容 
医療機関で受診したときの自己負担分を助成します。保険が適用されない

分(入院時の食事代や差額ベッド代など)は助成の対象になりません。 

対 象 者 
身体障害者手帳(1～3級)、療育手帳(Ａ、Ｂ) 

精神障害者保健福祉手帳(1級) 

利用方法 

県内の医療機関受診時に健康保険証と一緒に○障医療費受給者証を提示

することにより、医療費の自己負担分を支払う必要がなくなります。県外での受

診分も助成対象となりますが、一度医療機関窓口で支払う必要があります。 
 

医療機関窓口で支払った場合は、役場窓口で還付申請ができます(診療月から1年以内)。 

申請に必要なもの 
・領収書 ・印鑑 ・障害者手帳 ・健康保険証 ・通帳または振込先のわかる

もの 

申請時期 ・65歳未満の方は翌月から、65歳以上の方は翌々月から、申請できます。 

※保険変更された場合は必ず届出が必要です。 

 

3 自立支援給付、各種助成制度 

(1)補装具の交付及び修理 

内  容 

身体上の障害を補い、日常生活や職業活動を容易にするための補装具を交付

及び修理します。なお、下線の引いてあるものについては、原則、介護保険制度

が優先となります。(所得に応じて一部自己負担があります。) 

対 象 者 
身体障害者手帳の交付を受けている方や難病等の患者で種目ごとの支給基準

に該当する方 

種 目 

肢体不自由 

義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、 

車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ 

(松葉杖、ｶﾅﾃｨ゙ｱﾝ･ｸﾗｯﾁ、ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄ゙･ｸﾗｯﾁ、多点杖) 

 18歳未満のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

聴覚障害 補聴器 

視覚障害 
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、ｺ

ﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ、弱視眼鏡) 

重度の肢体不自由 

かつ音声言語障害 
重度障害者用意思伝達装置 

申請に必要

なもの 

・補装具費支給申請書 ・補装具意見書(※種目により不要の場合あり)  

・見積書 ・障害者手帳や難病等であることがわかるもの 

※各種助成制度は事前申請が必要なた

め、必ず事前に福祉課へご相談ください。 
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(2)障害者(児)福祉サ-ビス 

内  容 

障害福祉サ-ビスは「障害者総合支援法」に基づき、「自立支援給付」と「地域生活

支援事業」に分けられています。障害のある児童に対しては「児童福祉法」に基づい

て行われるサ-ビスがあります。利用者負担は、原則サ-ビス利用料の1割で、所得

に応じて1か月の負担上限額が決まっています。 

また、食費・光熱水費等がある場合は、実費負担となります。 

 

①サ-ビス等の内容 

 ※区分は、町が認定した「障害支援区分」のことです。 

 サ-ビスの名称 内  容 区分※ 

介 
 

護 
 

給 
 

付 

居宅介護 

(ホ-ムヘルプ) 
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における

移動支援などを総合的に行います。 

区分4以上 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、

危険を回避するために必要な支援、外出支援を行い

ます。 

区分3以上 

同行援護 

視覚障害で移動に著しい困難を有する人が外出すると

きに、同行や移動に必要な情報の提供、援護、その他

の必要な援助を行います。 

区分1以上 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性の高い人に、居宅介護等複数のサ-ビス

を包括的に行います。 
区分6 

短期入所 

(ショ-トステイ) 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間

も含め施設で、入浴、排せつ、食事及び日常生活の世

話を行います。 

区分1以上 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能

訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世

話を行います。 

区分5以上 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食

事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動

の機会を提供します。 

区分3(50歳以

上は区分 2)以

上 

障害者支援施設 

での夜間ケア等 

(施設入所支援) 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

区分4(50歳以

上は区分 3)以

上 



5 

  

サ-ビスの名称 内  容 備 考 

訓 

練 

等 

給 

付 

自立訓練 

(機能訓練・生活訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期

間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓

練を行います。 

 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

を行います。 

 

就労継続支援 

(雇用型、非雇用型) 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行います。 

 

共同生活援助 

(グル-プホ-ム) 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生

活上の援助、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

外部サ-ビス利用型

事業所で受託居宅介

護サ-ビスを受ける場

合は区分2以上 

相 

談 

支 

援 

給 

付 
等 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科

病院に入院している精神障害者その他の地域における

生活に移行するために、住居の確保その他の地域にお

ける生活に移行するための活動に関する相談その他の

必要な支援を行います。 

 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の

連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急

の事態等に相談その他必要な支援を行います。 

 

計画相談支援給付 

障害児相談支援給

付 

障害福祉サ-ビスの申請若しくは変更の申請に係る障

害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申

請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環

境、サ-ビスの利用に関する意向その他の事情を勘案

し、サ-ビス等利用計画等を作成します。 

 

障 

害 

児 

通 

所 

支 

援 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作や知識技能を学び、

集団生活への適応訓練などを行います。 
 

医療型 

児童発達支援 
治療を受けながら、上記の児童発達支援を行います。  

放課後等 

デイサ-ビス 

学校終了後や休業日において、生活能力向上のため

の訓練等を行います。 
就学児 

保育所等訪問支援 
集団生活に適応できるよう保育所等へ訪問して支援を

行います。 
未就学児 
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②利用者負担 ※障害者(18 歳以上)の世帯は、障害者本人とその配偶者の所得で判断し、

障害児の世帯は、世帯全員の所得で判断します。  
 

区分 
負担上限月額 

障害者(18歳以上) 障害児 

生活保護 生活保護世帯 0円 0円 

低所得 町民税非課税世帯 0円 0円 

一般 1 町民税課税世帯(所

得割 16万円未満) 

※入所施設利用者

(20歳以上)、グル-プ

ホ-ム利用者は除き

ます。 

9,300円 

町民税課税

世帯 (所得

割 28 万円

未満) 

通所施設、

ホ -ムヘル

プ利用の場

合 

4,600円 

入所施設利

用の場合 

9,300円 

一般 2 上記以外 37,200円 上記以外 37,200円 

 サ-ビスの名称 内  容 備  考 

地 

域 

生 

活 

支 

援 

事 

業 

移動支援 

(ガイドヘルプ) 

社会生活上必要な外出や余暇活動等の社会参

加をする際の外出(通勤、通学等を除く)の移動を

支援します。 

 

日中一時支援 

(日中ショ-トステイ) 

家族の就労及び介護している人の一時的な休息

を目的として、日中、施設等において障害者の活

動の場の提供や、見守りなどを行います。  

 

地域活動 

支援センタ- 

障害者が通所により、創作的活動、生産活動等を

行います。 
 

訪問入浴 

家庭において入浴することが困難な身体障害者の

生活を支援するため、訪問により居宅において移

動入浴車による入浴サ-ビスを行います。 

在宅で身体障害

者手帳 1、2級の

者 

手話通訳者等 

派遣事業 

聴覚などに障害のある方とその他の人の意思疎通

を仲介するために、手話通訳者及び要約筆記者

を派遣します。 

聴覚、言語機能、

音声機能の障害

者等 

生活訓練事業 
視覚障害者及びその家族に対して、日常生活上

必要な訓練・指導等を行います。 

重度の視覚障害

者とその家族で

町長が生活訓練

を必要と認める者 
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③利用までの流れ 

※サ-ビスを利用する前に申請が必要です。原則介護保険制度の福祉サ-ビスが優先となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

①相談・申請   

・福祉課に相談し、必要なサ－ビスを選び、申請書類を提出します。 

・相談支援事業所に相談のうえ申請することもできます。 

 

②認定調査 

・申請受付後、調査員が全国統一の調査項目で心身の状態等の聞き取りを行います。 
 

③審査・判定 

・介護給付を希望される場合は医師の診断を受けます。そし

て、調査の結果に基づきコンピュ－タで区分(障害支援区分)

が判定されます。更に、調査の時の特記事項や医師の診断

書の意見をもとに、町の審査会で判定を行います。 

・判定後、障害支援区分(1から 6)を通知します。 

④サ－ビス等利用計画案の作成 

・申請者が指定相談支援事業者と利用契約を結び、サ－ビス等利用計画案等を 

作成し、福祉課に提出します。 
 

⑤認定・通知 

・障害支援区分、申請者の希望や介護する人の状況、サ－ビス等利用計画案等をもとに、 

サ－ビスの量等が決定されます。決定内容は、「支給決定通知書」で通知されます。 

サ－ビスの利用に必要な情報が記載された「受給者証」が交付されます。 

 

⑥事業者と契約 

・事業者又は施設に「受給者証」を提示し、利用する内容を確認したうえで、利用に関する契約 

を結びます。 

 

訓
練
等
給
付
、
障
害
児
通
所
給
付

を
希
望
さ
れ
る
場
合 

地
域
生
活
支
援
事
業
を
希
望
さ
れ
る
場
合 

⑦サ－ビスの利用 

・「受給者証」を提示してサ－ビスを利用します。利用者は、必要に応じて事業者等に利用者 

負担金を支払います。 
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④障害福祉サ-ビス等の事業所一覧 

・相談支援事業所 

 

・障害福祉サ-ビス事業所 

▼グル-プホ-ム 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

なごみ 庄ウ 17番地 7 076-289-6500  

きらら 清水ニ 350番地 4 076-289-0040  

響 清水ニ 85 番地 076-289-7080  

ホ-ムすぎな 別所ロ 28 番地 1 076-288-0388 076-288-0388 

フラ-リッシュ A 横浜に 62番地 5 076-288-3884 076-288-5577 

フラ-リッシュ B 横浜に 62番地 4 076-288-3884 076-288-5577 

ウィズ太田 太田に 35番地 076-283-7100 076-283-7103 

自然の氣 加賀爪ホ 33番地 6 076-255-3251  

 

▼居宅介護 / ▼重度訪問介護 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

ヘルパ-ステ-ション津幡 能瀬イ 1番地 1 076-288-8915 076-288-8990 

なぎさケアサ-ビス津幡 横浜ほ 28 番地 4 076-255-3061 076-255-3062 

ニチイケアセンタ-津幡 加賀爪ホ 74番地 076-289-8055 076-289-0250 

 

▼同行援護 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

なごみ 庄ウ 17番地 7 076-289-6500 076-289-6502 

相談支援事業所 MyLife 中橋ロ 10 番地 1 076-255-3251 076-255-3451 

相談支援事業所 よし 潟端 467番地 16 076-288-6510 076-216-5983 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

なぎさケアサ-ビス津幡 横浜ほ 28 番地 4 076-255-3061 076-255-3062 
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▼施設入所 

 
▼就労継続支援Ａ型 

 
▼就労継続支援Ｂ型 

 
▼生活介護 

 
▼短期入所 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

障害者支援(自閉症者 

療育)施設はぎの郷 
別所へ 1番地 076-288-0339 076-288-0340 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

ワンダ-ランド津幡 潟端 453番地 3 076-289-3737 076-289-3747 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

指定就労継続支援Ｂ型 

事業所ひまわり 
加賀爪ハ 120番地 076-289-5106 076-289-6365 

はばたき 加賀爪ハ 120番地 076-289-2277 076-289-2281 

ジョブスタジオノ-ム 別所甲 80 番地 076-288-0318 076-288-1980 

就労支援事業所米ライフ 中橋ロ 10 番地 1 076-255-3251 076-255-3451 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

メルクマ-ル 加賀爪ハ 122番地 1 076-289-2826 076-289-2880 

デイサ-ビスセンタ- 

恵比寿 
中橋ロ 10 番地 1 076-255-3251 076-255-3451 

Share home HUG 東荒屋 432 番地 076-288-0521 076-288-0522 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

なごみ 字庄ウ 17番地 7 076-289-6500  

フラ-リッシュ 横浜に 62番地 4 076-254-6754 076-254-6755 
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▼地域移行支援・地域定着支援 

 

・障害児の通所福祉サ-ビス事業所 

①児童発達支援 ②放課後等デイサ-ビス 

 

 

 

 

 

 

事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

なごみ 庄ウ 17番地 7 076-289-6500 076-289-6502 

相談支援事業所 MyLife 中橋ロ 10 番地 1 076-255-3251 076-255-3451 

① ② 事業所名称 住所 電話番号 FAX番号 

〇 〇 こだま 庄ウ 17番地 1 076-289-4400 076-289-4411 

〇 〇 心家 東荒屋 432 番地 076-288-0521 076-288-0522 

〇 〇 

みんなで笑顔「木のおう

ち」児童発達支援・放課

後等デイサ-ビス 

井上の荘 5丁目 

57番地 
076-208-7670 076-208-7671 

- 〇 

みんなで笑顔「木のおう

ち 2 っ！」放課後等デイ

サ-ビス 

太田へ 6番地 1 076-254-6558 076-254-6559 

〇 〇 COCO HOUSE 津幡 
太田は 112番地

3 
076-256-0584 076-256-0684 

〇 〇 C O C O C H I - t w o  
太田ろ 224番地

3 2F 
076-255-3655 076-255-2655 

○ ○ ら く ら  中橋イ 55番地 6 076-213-6736 076-213-6738 
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(3)日常生活用具の給付 

重度障害者(児)に対し、日常生活の利便を図るための用具を、障害の程度等に応じて

給付します。なお、下線の引いてあるものについては、原則、介護保険制度が優先となり

ます。(所得に応じて一部自己負担があります。) 

  

種 目 性 能 対象者 

特殊寝台 

＊18歳以上 

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯
し、原則として使用者の頭部及び脚部
の傾斜角度を個別に調整できる機能
を有するもの。 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上又
は難病患者等で寝たきりの状態にあ
る者。 

特殊マット 

＊3歳以上 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又
は損耗を防止できる機能を有するも
の。 

下肢又は体幹機能障害1級 
(18歳未満の児童は2級以上、 

常時介護を要する者に限る) 
及び知的障害が療育 A 程度又は難
病患者等で寝たきりの状態にある者。 

床ずれ防止用具 

 

エアマット(空気圧の切り替えにより体
圧分散を行うもの)または除圧マット(ウ
レタンフォ-ム等の特殊な素材により体
圧分散を行うもの)で、褥瘡を防止でき
る機能を有するもの。 

下肢又は体幹機能障害 1 級で原則
18 歳以上の者又は難病患者等で寝
たきりの状態にある者。(褥瘡の既往
があるなど、褥瘡の予防が必要な者
に限る) 

特殊尿器 

＊学齢児以上 

尿が自動的に吸引されるもので、障害
者又は介護者が容易に使用し得るも
の。 

下肢又は体幹機能障害1級 
(常時介護を要する者に限る)又は難
病患者等で自力で排尿できない者。 

入浴担架 

＊3歳以上 

障害者を担架に乗せたままリフト装置
により入浴させるもの。 

下肢又は体幹機能障害 2級以上(入
浴に当たって、家族等他人の介護を
要する者に限る) 

体位変換器 

＊学齢児以上 

介助者が障害者の体位を変換させる
のに容易に使用し得るもの。 

下肢又は体幹機能障害 2級以上(下
着交換等に当たって家族等他人の介
助を要する者に限る)又は難病患者
等で寝たきりの状態にある者。 

移動用リフト 

＊3歳以上 

介護者が重度身体障害者を移動させ
るにあたって、容易に使用し得るもの。
ただし、天井走行型、住宅改修を伴う
ものを除く。 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上又
は難病患者等で下肢又は体幹機能
に障害のある者。 

訓練いす 

＊3歳以上 

18歳未満 

原則とし付属のテ-ブルをつけるものと
する。 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上で
ある者。 
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種 目 性 能 対象者 

訓練用ベッド 

＊学齢児以上 

18歳未満 

腕又は脚の訓練ができる器具を備え
たもの。 

下肢又は体幹機能障害2級以上で、
原則として学齢児以上 18 歳未満の
者又は難病患者等で下肢又は体幹
機能に障害のある者。 

入浴補助用具 

＊3歳以上 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽へ
の入水等を補助でき、障害者又は介
助者が容易に使用し得るもの。ただし、
住宅改修を伴うものを除く。 

下肢又は体幹機能障害があって、入
浴に介助を必要とする者又は難病患
者等で入浴に介助を要する者。 

便器 

＊学齢児以上 

障害者が容易に使用し得るもの(手す
りをつけることができる)。 
ただし、住宅改修を伴うものを除く。 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上又
は難病患者等で常時介護を要する者
又は難病患者等で上肢機能に障害
のある者。 

頭部保護帽 

転倒の衝撃から頭部を保護できるも
の。 
 

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能
に障害を有し転倒の危険がある者及
び知的障害が療育 A程度の者で、て
んかんの発作等により頻繁に転倒す
る者。 

Ｔ字状・ 

棒状のつえ 

歩行時に身体を支え、安定させる 
もの。 
 

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能
障害を有し、屋内・屋外の移動の際、
つえの支えにより歩行が可能となる
者。 

移動・移乗支援

用具 

＊3歳以上 

おおむね次のような性能を有する手す
り、スロ-プ等であること。 
・障害者の身体機能の状態を十分踏
まえたものであって必要な強度と安定
性を有するもの。 
・転倒予防、立ち上がり動作の補助、 
移乗動作の補助、段差解消等の用 
具とする。ただし、住宅改修を伴うもの 
を除く。 

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能
障害を有し、家庭内の移動等におい
て介助を必要とする者又は難病患者
等で下肢が不自由な者。 

特殊便器 

＊学齢児以上 

足踏みペダルにて温水温風を出し得
るもの。 
ただし、住宅改修を伴うものを除く。 

上肢障害2級以上及び相談所におい
て、知的障害児(者)と判定され、訓練
を行っても自ら排便後の処理が困難
な者又は難病患者等で上肢機能に
障害のある者。 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知し、
音又は光を発し屋外にも警報ブザ-で
知らせ得るもの。 

障害等級 2級以上(火災発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯)及び知
的障害が療育A程度の者。 
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種 目 性 能 対象者 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触
で自動的に消火液を噴射し、初期火
災を消火し得るもの。 

障害等級 2級以上(火災発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯)及び知
的障害が療育 A 程度の者又は火災
発生の感知及び避難が著しく困難な
難病患者等のみの世帯及びこれに準
ずる世帯。 

電磁調理器 

＊18歳以上 

視覚障害者又は知的障害者が容易
に使用し得るもの。 

視覚障害 2級以上(視覚障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯)及び知
的障害が療育A程度 

歩行時間延長

信号機用小型

送信機 

＊学齢児以上 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 視覚障害2級以上 

聴覚障害者用

屋内信号装置 

＊18歳以上 

音、音声等を視覚、触覚等により知覚
できるもの。 

聴覚障害 2級以上(聴覚障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯で日常
生活上必要と認められる世帯) 

透析液加温器 

＊3歳以上 

透析液を加温し、一定温度に保つも
の。 

腎臓機能障害 3 級以上で自己連続
携行式腹膜灌流法(CAPD)による透
析療法を行う者。 

ネブライザ- 

(吸入器) 

＊学齢以上 

障害者が容易に使用し得るもの。 
呼吸器機能障害 3 級以上又は同程
度の身体障害者であって用具が必要
と認められる者又は難病患者等で呼
吸器機能に障害のある者。 

電気式 

たん吸引器 

＊学齢児以上 

障害者が容易に使用し得るもの。 

パルスオキシメ-

タ- 

呼吸状態を継続的にモニタリングする
ことが可能な機能を有し、難病官患者
等が容易に使用し得るもの。 

難病患者等で人工呼吸器の装着が
必要な者。 

酸素ボンベ 

運搬車 
障害者が容易に使用し得るもの。 

医療保険による在宅酸素療法を行な
う者。 

視覚障害者用

体温計(音声式) 

＊学齢児以上 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 
視覚障害2級以上 
(視覚障害者のみの世帯及びこれに
準ずる世帯) 
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種 目 性 能 対象者 

視覚障害者用

体重計 

＊18歳以上 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 
視覚障害2級以上 
(視覚障害者のみの世帯及びこれに
準ずる世帯) 

携帯用会話 

補助装置 

＊学齢児以上 

携帯式で、ことばを音声又は文章に変
換する機能を有し、障害者が容易に
使用し得るもの。 

音声機能若しくは言語機能障害者又
は肢体不自由者であって、発声・発
語に著しい障害を有する者。 

情報・通信 

支援用具 

＊学齢児以上 

①キ-ボ-ド、マウス等入力装置、 
支援ソフト 

②スキャナ、ＯＣＲソフト、視覚障害者
用ソフト 

③地デジ対応ラジオ(地上デジタル放
送を受信できるラジオで、視覚障
害者(児)が容易に使用できるもの) 

①上肢機能障害 2 級以上の者で文
字を書くことが困難な者 

②視覚障害 3 級以上の者で情報取
得手段として音声による読み上げ
等が必要な者。 

③視覚障害2級以上の者。 

点字 

ディスプレイ 

＊18歳以上 

文字等のコンピュ-タの画面情報を点
字等により示すことのできるもの。 

視覚障害及び聴覚障害の重度重複
障害者(原則として視覚障害2級以上
かつ聴覚障害 2 級)の身体障害者で
あって、用具が必要と認められる者。 

点字器 

＊学齢児以上 

点字を書くことが出来るもので、障害者
が容易に使用し得るもの(固定用の板
と定規及び点筆を含む)。 

視覚障害 2 級以上で、用具が必要と
認められる者。 

点字タイプ 

ライタ- 
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 

視覚障害2級以上 
(本人が就労若しくは就学しているか
又は就労が見込まれる者) 

視覚障害者用 

ポ-タブル 

レコ-ダ- 

＊学齢児以上 

音声等により操作ボタンが知覚又は認
識でき、かつ、DAISY 方式による録音
並びに当該方式により記録された図書
の再生が可能な製品であって、視覚
障害者が容易に使用し得るもの。 

視覚障害2級以上 

視覚障害者用 

活字文書 

読上げ装置 

文字情報と同一紙面上に記載された
当該文字情報を暗号化した情報を読
み取り、音声信号に変換して出力する
機能を有するもので、視覚障害者が
容易に使用し得るもの。 

視覚障害2級以上 
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種 目 性 能 対象者 

視覚障害者用 

拡大読書器 

＊学齢児以上 

画像入力装置を読みたいもの(印刷物
等)の上に置くことで、簡単に拡大され
た画像(文字等)をモニタ-に映し出せ
るもの。 

視覚障害者であって、本装置により文
字等を読むことが可能になる者 

視覚障害者用 

時計 

＊18歳以上 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 

視覚障害 2 級以上(音声時計は、手
指の触覚に障害がある等のため触読
式時計の使用が困難な者を原則とす
る) 

聴覚障害者用 

通信装置 

＊学齢児以上 

一般の電話に接続することができ、音
声の代わりに、文字等により通信が可
能な機器であり、障害者が容易に使
用できるもの。 

聴覚障害者又は発声・発語に著しい
障害を有する者であって、コミュニケ-
ション、緊急連絡等の手段として用具
が必要と認められる者。 

聴覚障害者用 

情報受信装置 

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害
者用番組並びにテレビ番組に字幕及
び手話通訳の映像を合成したものを
画面に出力する機能を有し、かつ、災
害時の聴覚障害者向け緊急信号を
受信するもので、聴覚障害者が容易
に使用し得るもの。 

聴覚障害者であって、本装置によりテ
レビの視聴が可能になる者(児童含
む) 

人工喉頭 音源を口腔内に導き構音化するもの。 
音声言語機能障害者であって喉頭
摘出した者。 

点字図書 

(月刊や週刊で発行

される雑誌類を除く) 

点字により作成された図書 
年間 6 ﾀｲﾄﾙ又は 24巻までとする。た
だし、辞書等一括して購入しなければ
ならないものは除く。 

主に、情報の入手を点字により行なっ
ている視覚障害者(児童含む) 
 

スト－マ用装具 

①スト－マ用装具(消化器系) 
低刺激性の粘着材を使用した密封
型又は下部開放型の収納袋で、ﾗﾃ
ｯｸｽ製又はﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ製のも
の。 

②スト－マ用装具(尿路系)  
低刺激性の粘着材を使用した密封
型の収尿袋で尿処理用のｷｬｯﾌﾟ付
のもので、ﾗﾃｯｸｽ製又はﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌ
ｨﾙﾑ製のもの。 

①直腸機能障害により、スト－マ造設
をした者。(児童含む) 

 
 
 
②ぼうこう機能障害により、スト－マ造
設をした者。(児童含む) 
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種 目 性 能 対象者 

紙おむつ 

＊3歳以上 
紙おむつ 

次のいずれかに該当する者。 
①スト－マの著しい変形若しくはスト－
マ周辺の著しい皮膚のびらんのた
めスト－マ用装具を装着できない者
又は二分脊椎による排尿機能障
害若しくは排便機能障害のある者 

②脳性麻痺等脳原性運動機能障害
により排尿又は排便の意思表示が
困難な者で、自力移動、座位保
持、意思疎通又は介助定時排泄
が困難な者 

収尿器 
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流
防止装置をつけるもの。 

ぼうこう機能障害者のうち、必要と認
められる者(児童含む) 

居宅生活動作

補助用具 

＊学齢児以上 

障害者の移動等を円滑にする用具で
設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期
以前の非進行性の脳病変による運動
機能障害(移動機能障害に限る。)を
有する 3 級以上(ただし、特殊便器へ
の取替えをする場合は上肢障害 2級
以上の者)で、住宅改修が必要と認め
られる者又は難病患者等で下肢又は
体幹機能に障害のある者。借家の場
合は家主の承諾があること。 

(注) 1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機

能障害に準じ取り扱うものとする。 

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスタ-、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋 

内信号灯を含む。 

3 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅改修に要する費用とする。 

(1)手すりの取り付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料

の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他各号の住宅改

修に付帯して必要となる住宅改修 

 

(4)人工内耳用音声信号処理装置購入費助成 

内  容 
人工内耳を装用している方に対して、人工内耳用音声信号処理装置の購入に

要する費用の一部を助成します。 

対 象 者 
聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けている方で、現に装置を装用して

いる方 

申請に必要な

もの 

・津幡町人工内耳用音声信号処理装置購入費助成申請書  

・装置の購入に要する費用の見積書 ・購入証明書 
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(5)軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 

内  容 
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器

の購入に要する費用の一部を助成します。 

対 象 者 

つぎの各号に掲げる要件を全て満たす児童の保護者 (※所得制限あり) 

(1)町内に住所を有すること 

(2)申請日において18歳未満である方 

(3)両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体

障害者手帳の交付対象とならない方 

(4)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断し

ている方 

申請に必要

なもの 

・津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書 ・医師の意見書  

・補聴器販売業者が作成した見積書 ・承諾書兼宣誓書  

 
(6)自立支援型住宅リフォ-ム 

内  容 
手すり取付け、段差の解消等の工事を行った費用(上限100万円)の一部を助成

します。 

対 象 者 
下肢又は体幹機能障害で身体障害者手帳1～3級又は視覚障害2級以上の

方がいる世帯(非課税世帯のみ・原則1回限り) 

負担割合 
生活保護法による被保護世帯   0％ 

住民税非課税世帯  10％ 

  
(7)自動車運転免許取得費の助成 

内  容 
重度の身体障害者が、社会復帰に資するため自動車運転免許を取得した場合

に、経費の一部を助成します。 

対 象 者 身体障害者手帳1、2級の方、下肢、体幹機能障害の3級の方 

助成金額 免許取得直接経費の2/3以内で、10万円限度 

 

(8)自動車改造費の助成(本人運転) 

内  容 
重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得し、自ら所有し運転する自動

車の駆動装置等を改造に要する経費の一部を助成します。(所得制限あり) 

対 象 者 上肢、下肢、体幹機能障害の1、2級の方 

助成金額 10万円限度 
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(9)自動車改造費の助成(介助者運転) 

内  容 
車椅子を常用している重度身体障害者を介護する方が、リフト付等の自動車を改

造又は購入する場合に要する経費の一部を助成します。(所得制限あり) 

対 象 者 車椅子を常用している重度身体障害者又はその介護者 

助成金額 
自動車の改造経費の1/2以内で6万2千円～25万円限度 

(改造の内容により異なります) 

 
(10)バス・タクシ－利用料の助成 

内  容 

在宅で生活し、自分で運転して外出することができない方に、年1回、町営バス

（のる－と）又はタクシ－利用料金の一部を助成します。 

(利用できるバス・タクシ－は町内の業者に限る) 

対 象 者 
・身体障害者手帳1、2、3級(3級は視覚・体幹・下肢のみ) 

・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1、2級 

助成金額 1万円 ～ 1万4千円(地域により異なります) 

申請に必要

なもの 

・障害者手帳または介護保険証  

・受取人の認め印 ※シャチハタ不可 

 
(11)障害者温泉療養事業 

内  容 

県指定の温泉旅館に宿泊又は日帰りでの利用をされる場合に料金の

割引を受けられます。(年に1,000円×3枚／1人) 

お問合せ先：県障害保健福祉課 TEL 225-1426 

対象者 

本人 
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所

持している県内在住の在宅障害者 

付添人 
身体障害者手帳1、2級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1

級所持者の付添人。障害者1人につき、付添人1人まで。 

申請方法 

① ②どちらでも可 

予約時に障害者温泉療養助成

を利用する旨を伝えてください。 

① 福祉課で申請(お持ちの手帳、印鑑 シャチハタ不可) 

② 指定宿泊施設へ行き手帳を提示 

（②でご利用の際は、6 人以上のグル-プの場合・手帳を忘れた場合・日帰り

利用の場合は割引を受けられません。） 

使用にあたっての 

注意 

つぎの場合は助成対象外です。ご注意ください。 

・旅行会社を通じた予約・ネット予約等により、宿泊料が前納されてい

る場合（追加料金（飲食料等）を除く） 

・宿泊の利用料金が 3,000円以下の場合、日帰り利用の利用料金が

1,000円以下の場合 

※利用助成券は、現金との引換えはできません。  
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4 各種割引制度 
 
(1)タクシ－運賃 

内  容 
乗車時に手帳を提示すると、料金の1割が割引されます。 

お問合せ先：石川県タクシ－協会  TEL 254-1348 

対 象 者 
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を

受けている方 

  

(2)バス旅客運賃(町営バス(のる－と)含む) 

内  容 

乗車時に手帳を提示すると、普通乗車券の5割が割引されます。 

※距離制限なし(高速バスは精神の場合のみ一部対象外あり) 

※定期乗車券・介護者の運賃割引は、バス事業所によって異なりますので、直接 

お尋ねください。 

対 象 者 
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を

受けている方 

 

(3)航空運賃(12歳以上) 

内  容 国内線の利用時の割引制度があります。詳しくは各航空会社にお問合せください。 

対 象 者 
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を

受けている方 

 

(4)ＪＲ鉄道運賃 

内  

容 

JRの窓口に手帳を提示していただくことにより、運賃が割引(5割引)されます。 

種類 
第1種身体障害者 

療育手帳A所持者 

第2種身体障害者 

療育手帳B所持者 

普通乗車券 

単独又は介護者と乗車の場合 

単独の場合は片道 100Ｋｍを超

える場合 

単独で片道 100ｋｍを超え

る場合 

普通急行券 

介護者ともに乗る場合 

割引にならない 
普通回数乗車券 

定期乗車券 
12 歳未満の障害者が介

護者とともに乗車の場合 
 

対象者 身体障害者手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方 
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(5) ＩＲいしかわ鉄道線(大聖寺駅～金沢駅～倶利伽羅駅) 

あいの風とやま鉄道線(石動駅～至糸魚川) 

 

(6)有料道路通行料金  

内  容 

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される際の通行

料金が事前申請を行うことで割引が受けられます。2年ごとの更新が必要です。 

自動車を登録しない場合でも、申請することで、割引の適用を受けることができ

ます。 

 対 象 者 

①本人運転：身体障害者手帳の交付を受けているすべての方 

②介助者運転：身体障害者手帳、療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃

減額」が第1種の方 

対象車輌 

・事前申請で登録できる自動車は、乗用・貨物・特殊用途・二輪自動車のうち、

1台に限る。 

・所有者・使用者とも法人の場合や営業車は対象外。 

※ETC申請をしない場合、自動車登録なしを選択することもできます。 

申請に必要

なもの 

・身体障害者手帳又は療育手帳  ・登録する車の自動車検査証    

・運転免許証(本人運転のみ) ・障害者本人名義のETCカ-ドとETC車載器セ

ットアップ申込書・証明書(ETC利用者のみ必要) 

内  

容 

各鉄道会社の窓口に手帳を提示していただくことにより、運賃が割引(5割引)されま

す。 

種類 

第1種身体障害者 

療育手帳A所持者 

精神障害者保健福祉手帳 

1級 

第2種身体障害者 

療育手帳B所持者 

精神障害者保健福祉手帳

2、3級 

普通乗車券 

単独又は介護者と乗車の 

場合 

単独の場合 
回数乗車券 

定期乗車券 
12歳未満の障害者が介護者

とともに乗車の場合 
 

対象者 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けて

いる方 
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(7)ＮＨＫ放送受信料免除 

内  容 
福祉課窓口での申請により、受信料が減免されます。 

お問合せ先：NHK金沢放送局 TEL 264-7010 

対 象 者 

【全額免除】 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳所

持者がいる世帯で、世帯員全員が町民税非課税である場合 

【半額免除】 つぎのいずれかの方が契約者かつ世帯主の場合 

①身体障害者手帳1、2級(視覚、聴覚障害は等級を問わない) 

②療育手帳A 

③精神障害者保健福祉手帳1級 

申請に必要

なもの 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑 

 

(8)ＮＴＴ「ふれあい案内」(無料番号案内) 

内  容 
電話帳の使用が困難な障害者の方に無料で電話番号を案内します。 

お問合せ先： ＮＴＴふれあい案内事務局TEL 0120-104174 FAX 0120-104134 

対 象 者 
・視覚、聴覚、音声、言語機能障害、及び上肢、体幹機能障害1、2級 

・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 

 

(9)駐車禁止・除外制度 

内  容 

歩行困難な方が自ら運転または、同乗している特定の車をやむをえず駐車禁止

区域に駐車する必要がある場合に、あらかじめ許可を受けることができます。 

お問合せ先：津幡警察署 TEL 288-3111 

対  象  者 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受け、駐車

禁止・除外に該当する方 

 

(10)郵便等による不在者投票 

内  容 
選挙人で重度身体障害者の方は、事前に登録すると郵便による不在者投票を

することができます。 お問合せ先：町総務課 TEL 288-2120 

対 象 者 

・両下肢、体幹、移動機能障害1、2級 

・内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)1～3

級 
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(11) 携帯電話使用料 

内  容 
月々の基本使用料金等の割引制度があります。 

詳しくはご利用の携帯電話会社にお問合せください。 

対 象 者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方 

 

(12) 自動車事故被害者救済制度 

内  容 

独立行政法人自動車事故対策機構(ＮＡＳＶＡ)では自動車事故被害者に対し

様々な支援を行っています。詳しくはお問合せください。 

 【お問合せ先】 

自動車事故対策機構石川支所              TEL 239-3207 

ＮＡＳＶＡ交通事故被害者ホットライン         TEL 0570-000738 

 

(13) 町施設使用料 

内  容 

町施設の使用時に減免制度があります。詳しくは各施設へお問合せください。 

 【お問合せ先】 

津幡ふるさと歴史館「れきしる」  TEL 288-2101 

津幡町総合体育館              TEL 289-3161 

津幡運動公園体育館       TEL 288-7201 

対 象 者 身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを所持する人 
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5 税金関係について 
 
(1)所得税、住民税の障害者控除 

          【お問合せ先】    所得税 … 金沢税務署  TEL261-3221 

住民税 … 町税務課     TEL288-2123 

 
① 障害者控除(本人又は扶養親族が障害者) 

種     類 対      象      者 所得税 住民税 

特別障害者控除 

身体障害者手帳1、2級 

療育手帳A 

精神障害者保健福祉手帳1級 

40万円 30万円 

障 害 者 控 除 

身体障害者手帳3～6級 

療育手帳B 

精神障害者保健福祉手帳 2、3

級所持者 

27万円 26万円 

同 居 特 別 

障 害 者 控 除 

同居する控除対象配偶者または

扶養親族が、特別障害者控除の

対象者の方 

75万円 

(40万＋加算35万) 

53万円  

 (30万＋加算23万) 

 
② 所得税、住民税の医療費控除 

寝たきり状態で、長期にわたりおむつを使用している方や、スト－マ造設者でスト－マ用装

具を使用している方、又訪問看護や入浴車の派遣を受けた方は、医師が発行する使用

証明書と領収証により控除が受けられます。 

 

③ 住民税の非課税 

障害者本人の所得が135万円以下の場合、非課税になります。 

 

(2)少額貯蓄非課税制度 

内  容 
マル優制度が適用され、郵便貯金、銀行預金、公債の限度額までの利子は非課

税となります。詳細は各金融機関にお問合せください。 

対 象 者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する人 
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(3)自動車税の免除 

内  容 

一定の要件を満たす場合、申請により税金が減免されます。 

【お問合せ先】・自動車税(種別割・環境性能割)及び 軽自動車税(環境性割)  

県税務課 TEL 225-1273 県税務課自動車税グル-プ分室  TEL 239-3631 

軽自動車税(種別割)・・・町税務課  TEL 288-2123 

対象自動車 

いずれかの日常生活、日常生活支援利用のための自動車(営業者を除く) 

①本人運転 

②家族運転：身体・知的・精神障害者と生計を一にする親族 

(注1)通学、通院先などが作成した、自動車の使用目的証明書必要です。 

③常時介護する方 

(注2)町から「常時介護者」として証明を受ける必要があります。 

◎減免台数は身体障害者等1人につき1台であること 

◎障害者本人名義の自動車であること 

(障害者が18歳未満及び知的・ 精神障害者の場合を除く) 

 
＜減免の対象となる身体障害者等の範囲＞    

障    害    区    分(等級) 
本人, 家族・常時介護者運転 

1 2 3 4 5 6 

身
体
障
害
者
手
帳 

視覚障害 〇 〇 〇 〇 〇  

聴覚障害  〇 〇    

平衡機能障害   〇  〇  

音声機能障害(喉頭摘出等)   〇    

上肢不自由 〇 〇     

下肢不自由 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 

体幹不自由 ○ ○ ○  ○  

乳幼児期以前の非進行

性脳病変による運動機能

障害 

上 肢 

(一上肢のみの運動機能障害を除く) 
○ ○     

移動機能 

(一下肢のみの運動機能障害を除く) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

心 臓 、じ ん 臓 、呼 吸 器 、ぼ う こ う 又は直  腸 、小 

腸 機 能 障 害 
○  ○    

ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス に よ る 免 疫 機 能 障 害 ○ ○ ○    

肝 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○    

療育手帳 A 

精神障害者保健福祉手帳 １級 
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6 手当、年金 
 

(1)特別障害者手当 

内  容 
著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とし、次の

要件に該当する在宅障害者の方に支給されます。(所得制限あり) 

対 象 者 

①20歳以上であること。 

②障害程度が認定基準に該当すること。(目安として、下表の項目が二つ以上

該当すること) 

③施設に入所していないこと。 

④病院等に継続して3カ月を超えて入院していないこと。 

・両眼の視力の和が0.04以下のもの 

・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両方上肢の全ての指を欠くもの 

若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

・両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 

・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない 

程度の障害を有するもの 

・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要 

とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用 

を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
 

申請に必要

なもの 

特別障害者手当認定請求書、診断書、所得状況届、申出書、承諾書、 

マイナンバ-のわかるもの 

※障害年金などを受けている方は、年金受給額がわかるもの 
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(2)障害児福祉手当 

内  容 
重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とし、つぎの要件に

該当する在宅の障害児に支給されます。(所得制限あり) 

対 象 者 

①20歳未満であること。 

②障害程度が下表に該当すること。 

③障害を事由とする年金を受給していないこと。   

④施設に入所していないこと。 

・両眼の視力の和が0.02以下のもの 

・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両上肢の全ての指を欠くもの   

・両大腿を2分の1以上失ったもの           ・両下肢の用を全く廃したもの  

・体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 

・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要 

とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用 

を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、 

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
 

申請に必要な 

もの 

障害児福祉手当認定請求書、診断書、所得状況届、申出書、承諾書、 

マイナンバ-のわかるもの 

  

(3)特別児童扶養手当 

内  容 
身体又は精神に障害のある児童を家庭において監護している人に対して支給

されます。(所得制限あり) 

対 象 者 

障害程度が目安として下表に該当する障害児、または特別児童扶養手当認

定診断書を提出し障害該当となった20歳未満の児童を扶養している方。 

障害児が施設に入所している場合は対象外です。 

・身体障害者手帳 … 1～3級及び下肢障害4級 

・療育手帳… A及びBの一部 
 

申請に必要な 

もの 
特別児童扶養手当認定請求書、診断書等、戸籍謄(抄)本、口座申出書、 

承諾書、マイナンバ-のわかるもの 
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 (4)児童扶養手当 

内  容 

父親または母親に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある場合、18歳

未満の児童を養育している母親または父親に支給されます。ただし、児童が父親ま

たは母親に支給される公的年金給付の額の加算対象になっている場合は、対象

外です。(所得制限あり) お問合せ先：町子育て支援課 TEL 288-6726 

 

(5)心身障害者扶養共済加入援護金 

内  容 

心身障害者を扶養する保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることに

より、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定

額が支給されます。掛金の 1口目の半額を町が助成します。(掛金は障害者 1人

に対し、2口まで加入可能) 

対 象 者 
①障害者の範囲 … 身体障害者1級～3級及び知的障害者 

②加入資格 … 県内に居住する65歳未満の特別の疾病又は障害がない方 

 

(6)障害基礎年金 

内  容 

国民年金に加入している間に病気やけがにより、日常生活に著しく支障をきたす障

害(1、2級)をもつようになった場合に支給されます。 

お問合せ先… 金沢北年金事務所 TEL 233-2021 

対 象 者 

①～③すべてに該当する方 

①障害の原因となった病気やけがの初診日がつぎのいずれかの期間にあること 

・ 国民年金加入期間 

・  20歳前または日本国内に住んでいる 60歳以上 65歳未満の方で年金制度 

に加入していない期間 

②初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること 

(初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保

険料免除期間を併せた期間が3分の2以上あること) 

③障害の状態が障害認定日または 20 歳に達したときに、政令で定められた障害

等級表の1、2級に該当していること 

 

※初診日………障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日。 

※障害認定日……… 初診日から1年6カ月経過した日 
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(7)障害厚生年金 

内  容 

厚生年金に加入している間に病気やけがにより、日常生活に著しく支障をきたす障

害(1～3 級)をもつようになった場合に支給されます。1、2 級該当者は障害基礎年

金と併せて支給されます。 

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金

(一時金)を受け取ることができる制度があります。 

お問合せ先… 金沢北年金事務所 TEL 233-2021 

対 象 者 

①～③すべてに該当する方 

①障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金保険の被保険者であるこ   

  と 

②初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること 

(初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保

険料免除期間を併せた期間が3分の2以上あること) 

③障害の状態が障害認定日に、政令で定められた障害等級表の 1～3 級に該当

していること 

 

7 その他 お知らせ 
◎災害弱者緊急通報システム 

内  容 

在宅の一人暮らし身体障害者の方などが、急病や火災、その他の緊急時に早期

に通報・連絡できるように、緊急通報装置等を無償で貸与します。 

(注) ・固定電話の回線状況により設置ができない場合があります。 

    ・使用時の通話料は利用者の負担です。 

対 象 者 
身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aの手帳をお持ちの方でひとり暮らし 

または75歳以上のみの世帯の方 

 

◎救急医療情報保管容器 

内  容 

持病や緊急連絡先などを記入した用紙を入れる円筒状のカプセルで、自宅で救急

車を要請する事態に陥った際に、救急隊員に自身の情報を伝えるものです。 

駆け付けた救急隊員がすぐに探し出すことができるよう、救急医療情報保管容器は

冷蔵庫内にて保管してください。 

対 象 者 障害者のみで構成される世帯にお住まいの希望者に配付しています。 
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◎ＮＥＴ119緊急通報システム 

内  容 

インタ-ネットに接続可能な携帯端末を利用して、消防機関へ緊急通報が可能なシ

ステムです。利用をご希望の際は、福祉課窓口での事前登録が必要です。 

ＦＡＸ：288-5646 メ-ル：fukushi@town.tsubata.lg.jp 

対 象 者 聴覚機能、言語機能等の障害を有する方 

 

◎避難行動要支援者名簿登録のお知らせ 

内  容 

災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難することが困難な方を対象に、避

難行動要支援者名簿を作成しています。登録された情報は、区長や民生委員な

どに提供され、災害はもとより日ごろからの見守りや支援活動に活用します。 

対 象 者 

つぎのいずれかに該当する在宅の方のうち、災害時において地域での支援を希望

し、個人情報提供に同意された方。該当された方には随時、町から本人宛へ「避

難行動要支援者名簿登録希望申請書」をお送りしますので、 希望の有無にかか

わらず、必ずご返送ください。 

・身体障害者手帳1～3級所持者 ・療育手帳所持者 

・精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者 

＊避難行動要支援者は、地域協力者などのボランティア精神に基づく支援を受けることに

なるもので、 名簿への登録によって、災害時の支援を保証されるものではありません。 

また、地域協力者は、法的な責任や義務を負うものではありません。 

 

◎いしかわ支え合い駐車場利用制度 

内  容 
障害者等用駐車場を適正に利用していただくために障害者や高齢者などで歩行が

困難な方に県内共通の利用証を交付する制度です。 

対 象 者 

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など

で歩行が困難な方(手帳等をお持ちでない方は、医師の証明が必要です。) 

※障害等の程度によって、交付できない場合があります。 
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◎ヘルプマ-ク、ヘルプカ-ドの交付 

内  容 

〔ヘルプマ-ク〕 

外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている

方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるこ

とで、援助を得やすくなるように作成されたマ-クです。 

〔ヘルプカ-ド〕 

緊急時や災害時に、障害者にスム-ズに支援ができるよ

う、連絡先やかかりつけ医療機関など必要事項をあらか

じめ記入し携帯しておくカ-ドです。 

対 象 者 
援助や配慮を必要とされている方。福祉課窓口で交付してい

ますので、ご希望の方はお申し出ください。 

～緊急時にそなえて、ぜひお持ちください～ 

 
                

◎町内の障害者・児 関係団体一覧 

 
◎町障害者相談員一覧 (令和6年4月1日～令和8年3月31日) 
 

身体障害者相談員 

鈴木
す ず き

 眞理子
ま り こ

   TEL090-2374-6976 

兼
か ね

氏
う じ

 浩子
ひ ろ こ

     TEL090-3768-8423 

知的障害者相談員 
稲場
い な ば

 葉子
よ う こ

     TEL090-5176-0333 

長谷川
は せ が わ

 治
は る

美
み

   TEL090-9760-0159 

 

 

団 体 名 お問合せ先 

津幡町身体障害者福祉協議会 町社会福祉協議会 TEL288-6276 

津幡町手をつなぐ育成会 町社会福祉協議会 TEL288-6276 

津幡町肢体不自由児者父母の会「ラフ」 子育て支援課（子ども家庭総合支援室） 

TEL288-6702 発達障害児を持つ親の会「クローバーの会」 

ＨＥＬＰカ－ド 
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◎連絡先一覧  
 

［津幡町］ 

 

［関係機関］ 

名  称 電 話 番 号 F A X メ-ルアドレス 

福祉課 288-2458 288-5646 fukushi@town.tsubata.lg.jp 

地域包括 

支援センタ- 
288-7952 288-5646 fukushi@town.tsubata.lg.jp 

子育て支援課 288-6726 288-5646 kosodate@town.tsubata.lg.jp 

健康推進課 288-7926 288-5646 kenkoui@town.tsubata.lg.jp 

税務課 288-2123 288-7935 zeimu@town.tsubata.lg.jp 

総務課 288-2120 288-6358 soumu@town.tsubata.lg.jp 

町社会福祉 

協議会 
288-6276 288-6748  

名  称 所 在 地 電 話 番 号  F A X 

石川県障害保健福祉課 金沢市鞍月1丁目1番地 225-1426 225-1429 

石川県税務課 金沢市鞍月1丁目1番地 225-1271 225-1275 

金沢税務署 
金沢市西念3丁目4番1号

金沢駅西合同庁舎 
261-3221  

石川中央保健福祉センタ- 

河北地域センタ-  
津幡町字中橋ロ1番1 289-2202 289-2178 

石川県こころの健康センタ- 金沢市鞍月東2丁目6番地 238-5761 238-5762 

金沢公共職業安定所 

(ハロ-ワ-ク) 
金沢市鳴和1-18-42 253-3030 253-8109 

金沢公共職業安定所 

津幡分室 
津幡町字清水ア66番地4 289-2530 289-7162 

金沢北年金事務所 金沢市三社町1-43 233-2021 263-9333 
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◎町内指定避難場所一覧(令和6年4月1日現在) 

 

【津幡小学校区】 

津幡小学校、ふれあい広場、津幡中央公園、しらとり児童公園、 

津幡町福祉教育プラザ、住吉公園、サンライフ津幡、津幡地域交流センタ- 

【太白台小学校区】 

津幡高等学校、津幡中学校、太白台小学校、旧太白台保育園、笠井公民館 

【中条小学校区】 

津幡南中学校、文化会館シグナス、中条小学校、中条東保育園、中条公民館、 

石川工業高等専門学校 

【条南小学校区】 

条南小学校、中条公園、条南コミュニティプラザ 

【井上小学校区】 

井上小学校、井上保育園、井上コミュニティプラザ 

【笠野小学校区】 

笠野小学校、旧笠谷保育園、笠野公民館 

【英田小学校区】 

英田小学校、能瀬保育園、英田コミュニティプラザ、あがた公園、 

河合谷ふれあいセンタ- 

【刈安小学校区】 

刈安小学校、寺尾保育園、刈安コミュニティプラザ 

【萩野台小学校区】 

竹橋保育園、萩野台小学校、旧萩坂保育園、萩野台コミュニティプラザ、 

倶利伽羅源平の郷 竹橋口芝生広場 
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